
                             【笠松小２年生配布】 

GIGAスクール構想             ※タブレット返却まで保管してください。 

児童用タブレットパソコンについて 
文部科学省の推進するGIGAスクール構想により，昨年度中に全小中学生にタブレットPC

が貸与されることとなりました。タブレット PC は，国の補助金により笠松町が貸し出すもの

です。6年生 3月の卒業時に返却してもらい，また次年度の新 1年生に貸し出します。 

子どもたちが，マナー（情報モラル）を身に付け，授業で学習活動に利用し，家庭へ持ち帰り，

宿題や自主学習などに活用して，楽しんで学力を身に付けるために貸与されます。 

 家庭におきましても，趣旨をご理解いただき，健全に活用ができますよう見届けをお願い

します。 

【タブレットパソコンの貸与にあたって】 
この文書の「児童用タブレットパソコン使用のルール」と「タブレットの仕様」を 

よくお読みいただき，趣旨や用途などをご理解いただくようお願いいたします。 

また，お子さんにも，概要をお伝えいただき，大切に扱うようにお話しください。 

なお，夏休みには，PTA「わが家の約束実践カード」の取組等も予定しています。 

ぜひ，各ご家庭でも，タブレットパソコンを家庭へ持ち帰ってからのことを想定した 

約束づくりを始めてください。 

【今年度の「タブレット」持ち帰りの見通し】 
◆原則として，毎週末(原則として土日)にタブレット(本体のみ)を持ち帰ります。 

◆下記の長期休業期間には，電源コードを含めて持ち帰ります。 

【ゴールデンウィーク】 ４／３０(金)持ち帰り ～  ５／１０(月) 学校へ持参 

【夏休み期間】     ７／１６(金)持ち帰り ～  ８／３０(月) 学校へ持参 

【キッズウィーク】  １０／ １(金)持ち帰り ～ １０／１１(月) 学校へ持参 

【冬休み期間】    １２／２４(金)持ち帰り ～  １／１１(火) 学校へ持参 

【春休み期間】     ３／２５(金)持ち帰り ～  ４／ ８(金) 学校へ持参 

◆上記以外の期間でも，緊急時には，状況に応じて持ち帰ることがあります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

笠松町立笠松小学校 

●パソコンやタブレットを使う時には、必ずおうちの人に確認しよう。 

●パソコンやタブレットを使うのは、遅くとも夜８時まで(１，２年)にしよう。 

●ゲーム(ある人)は１日１時間までとし、ネットは家族のいる部屋でしよう。 

●パソコンやタブレットの画面を３０分間見たら、１０分間は目を休めよう。 

●相手の気持ちを考え、誤解を招くメッセージのやりとりは絶対にやめよう。 

 

【笠松小：ネット安全のための約束】 
 

◎「ノーメディアデイ」 … 家族と話して、楽しく過ごす日をつくりましょう。 



   児童用タブレットパソコン使用のルール    

タブレットパソコン（以下タブレット）は，みなさんの学習に役立てるための道具です。 

みなさんの学習をより豊かにしていくために，タブレットを上手に活用していくことが大切です。 

そこで，『児童用タブレット使用のルール』を定めました。 

ルールを守り，タブレットを「安心・安全・快適」に活用していきましょう。  

 

１ このルールの対象となる機器 

   このルールの対象となる機器は，笠松町から貸し出されるタブレットです。 

２ タブレットを使う目的  

タブレットは，学習活動のために使います。学校の授業内容を中心に，繰り返しの練習や発展的な

学習，意見の交流やまとめを発表するなど，学力の向上を目的としています。また，情報機器を使い 

こなすことも学力です。タイピング練習なども含め，使いこなすことも目的となります。 

３ タブレットを使用できる人  

自分が借りたタブレットを使用できるのは，本人・保護者及び学校の先生のみです。他の人に貸し 

たり，人のタブレットを借りたりすることはしません。 

４ 使用するときのルール 

タブレットは笠松町から借りているものです。小学校を卒業するまで，同じタブレットを使います。 

6年生 3月の卒業時に返却してもらい，次年度の新 1年生に貸し出します。次に使う人が，気持ち 

よく使えるよう下のルールを守り，大切に使いましょう。 

(1)使う場面や時間 

【学校で使うとき】 

・学校では授業で使います。 

・授業時間外で使用する場合は，先生の許可を受けてから使います。 

・音量をしぼり，自分が聞こえる程度の大きさの音量で使います。 

・引き出しの中に保管し，教室が無人になるときには，タブレット保管庫に入れて

鍵をかけます。 

【家庭で使うとき】 

・PTA「わが家の約束実践カード」の取組を参考に，保護者とよく話し合って，

「わが家のネット安全ルール」を決めてから使います。 

・家で使用する場合の使用時間も，家庭で決めます。 

例 「平日：午後 5時～6時まで 休日：午前９時～午後６時までの 2時間」 

・家庭で保管するときは，家の人の目の届くところに置きます。 

・インターネットを利用するには，家庭のWi-Fi環境で使用できます。 

・登下校中は使用しません。 

 

(2)タブレットを使うときに気を付けること 

・健康のため，使用する際には，正しい姿勢で，目を画面に近づけすぎないよう気を 

付けます。また，ときどき目を休ませましょう。 

・タブレットを大事にしましょう。✖落とす。✖水にぬらす。✖重い物を上にのせる。 

・タブレットを持ったまま走りません。あわてず落ち着いて持ち運びましょう。 

・タッチパネル画面は指で操作します。刃物や鉛筆などとがった物は使いません。 

・画面をきれいにするときは「柔らかい布」で，ふいてください。 

・キーボードは，強力なマグネットでドッキングしています。外すとき，取り付けるとき 

は，２つの凸をよく見て，本体の凹に合わせてドッキングしましょう。 



 

 

(3)やってはいけないこと（禁止事項） 

タブレットは学習目的用です。トラブルを未然に防ぐため，次のことは絶対にしないでください。  

 

☹ タブレットを人に貸すこと。 

☹ 自分のパスワードを人に教えること。 

☹ 先生の許可なく，写真や動画を撮影したり，録音したりすること。 

☹ メールの登録，ファイルの配信等を行うこと。 

☹ SNS（ツイッターや Facebookなど，）を利用すること 。 

☹ 自分の個人情報（名前や住所，電話番号など）をインターネット上にあ

げ，他人が自由に見られる状態にすること。 

☹ 音声・音楽・画像・動画・ソフトウェア等をダウンロードしたり，アップロ

ードしたりすること。  

☹ 有料サイトやオンラインショップを利用すること。（高額請求などの被害

防止） 町は，お子様の故意の行動による損害の補填はできません。 

 

☹ 人のタブレットを借りること。 

☹ 他人の IDやパスワードを利用して使用すること。（「不正アクセス」と

いう法律禁止行為）  

☹ 他人の作品や顔写真等を本人やその保護者の許可なく使用すること。 

☹ 他人の個人情報（名前や住所，電話番号など）をインターネット上にあ

げ，他人が自由に見られる状態にすること。 

☹ 相手にいやな思いをさせる書き込みをすること。 

 

 

☹ タブレットの設定を変更すること。 

☹ タブレットにシールを貼ったり，文字や絵などを書いたりすること。 

☹ 学校外などから持ち込んだデータを，本体の記憶装置に入れること。 

☹ 学校のネットワーク環境の不正利用やシステム障害などにつながる行

為をすること。 

 

 

５ その他 ～保護者のみなさまへ～ 

・家庭に持ち帰った際のインターネットへの接続については，各家庭のWi-Fi環境が利用 

できるようご協力をお願いします。 

・この活用ルールに反した場合や，諸事情によりやむを得ない場合には，タブレットの貸し 

出しを停止することがあります。  

・この使用ルールは，令和３年４月現在のものであり，今後，新たなルールが加わったり， 

ルールの変更があったりした場合はその都度お知らせします。  

 

 

 

 

[以上が，児童用タブレットパソコン使用のルール] 
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タブレットの仕様                                                  

「Ｓｋｙ安心 GIGAタブレット」 Sky株式会社 
 

□機種 Lenovo IdeaPad D330  

OS Windows １０ Pro Education 

画面サイズ １０．１インチ 

質量  本体：610g キーボードドック装着時：1,145g 

付属品 キーボードドック，ACアダプター ※取扱説明書は，ありません。 

□ソフトウェア 

  SKYMENU Cloud GIGAスクール版（学習活動支援Webシステム） 

  Microsoft365 Education GIGA Promo 

→Microsoft 365 Apps （ワード，エクセル,パワーポイント,チームス※１ など） 

→Office ３６５ A1（フォームス，ワンドライブ など） 

  キューブきっず（児童向け統合ソフト）※２ 

  スクラッチ（プログラミングソフト）※３ 

※１ チームス（Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ Ｔｅａｍｓ） オンライン交流システム 

 担任から子どもや保護者への連絡，アンケート，宿題の出題。子どもから回答，提出。 

※２ キューブきっず 子ども向け統合ソフト 

 お絵描きやキーボード練習，カード作成，プレゼン作成，新聞作成，楽器演奏，楽譜作成など

など，子どもがパソコンで学習できる様々なソフト集 

□アカウント 

  １人１アカウント（Microsoftアカウント）が，貸与されます。 

  アカウントは，5桁の数字＠kasamatsu.ed.jpです。 

（５桁の数字の頭２桁は，小１入学年度[２０１９年度なら１９]，続く３桁は，３小学校で順不同） 

 アカウント表示名は，苗字が漢字，名前をひらがなとします。 

 パスワードは，自分で決めます。忘れると業者にリセットしてもらうことになるため，親子で決

めて，家庭で記録しておいてください。 

  データは，クラウド（OneDrive）に保存されます。（１人１TB） 

□ 制限（安全に使用できるよう機能が制限されています。） 

・タブレットの設定は，一部を除いて変更できません。（不正利用防止） 

・Webフィルタリングにより有害サイト，学習に関連の無いサイトをブロックします。 

・SNSを開くこともできません，閲覧や書き込みはできません。 

・アンチウイルスソフトによりウイルスをブロックします。（ウイルス対策） 

・USBメモリーなどを装着しても，データを読み書きできません。（ウイルス対策） 

□保証 

◇自然故障・・・取扱説明書や注意事項に従って正常に使用したにも関わらず，保証対象機

器に生じた内部の部品不具合等でメーカーの保証規定内の保証対象となる故障 

◇物損故障・・・破損，破裂，水漏れ（水没）等の外部的な要因に起因する保証対象機器の機

能が正常に動作しなくなる等の故障 

◇自然災害による破損（落雷，停電，水害など）も保証対象です。 

※紛失した場合の保証は，ありません。盗難の場合は，警察に受理されれば，保証されます。 

 

 

 

 

 


